
 
第５章 通信連絡 

第５章  通信連絡（法第 27条） 

 

１ 通信経路 

  水防に関する通信については、概ね次表によるものとし、通信回線の混雑等による輻輳や障害に

よる影響に備え、防災無線等の専用回線の活用を日頃から熟達しておくものとする。 

 

 

区間 第１通信手段 第２通信手段 

県水防本部 

↓ 

県警察本部 

庁内電話 
・災害時優先電話 

・衛星携帯 

県水防本部 

↓ 

国土交通省 

山形河川国道事務所 

新 庄 河 川 事 務 所 

酒田河川国道事務所 

電子メール又は FAX 

・国交省マイクロ線 

電話・FAX 

・災害時優先電話 

県水防本部 

↓ 

山形地方気象台 

〃 

・県防災行政通信 

（一斉指令システム・ 

電話・FAX） 

・災害時優先電話 

県水防本部 

↓ 

水防支部 

〃 

・県防災行政通信 

（一斉指令システム・ 

電話・FAX） 

・災害時優先電話 

・衛星携帯 

県水防本部 

↓ 

水防管理団体 

〃 〃 

水防支部 

↓ 

水防管理団体 

〃 〃 

水防管理団体 

↓ ↑ 

水防管理団体 

〃 〃 
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第５章 通信連絡 

２ 各種連絡系統図 

（１）水防に関する気象情報連絡系統図 

 

 

 

 

 

  （警報・特別警報のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

防災くらし安心部 

防災危機管理課 

山 形 地 方 気 象 台 

鉄
道
気
象
連
絡
会 

山

形

地

方

部

会 

自

衛

隊 

報

道

機

関 

山

形

県 

警

察

本

部 

国

土

交

通

省 

山
形
河
川
国
道
事
務
所 

東

日

本

電

信

電

話

㈱ 

西

日

本

電

信

電

話

㈱ 

 

山 形 県 

水 防 本 部 

・総合支庁河川砂防課 

・総合支庁ダム管理課 

（荒沢、高坂、山形統合） 

総合支庁総務企画部 
総務課（本庁舎） 

消 防 本 部 消 防 本 部 

住        民 

国

土

交

通

省 

月

山

ダ

ム

管

理

所 

国

土

交

通

省 

酒
田
河
川
国
道
事
務
所 

国

土

交

通

省 

新

庄

河

川

事

務

所 

国

土

交

通

省 

最

上

川

ダ

ム 

統

合

管

理

事

務

所 

警

察

署 

交

番 

駐

在

所 

(必要に応じて) 

消 防 庁 

（
注
意
報
・
警
報
・
特
別
警
報
・
指
定
河
川
洪
水
予
報
の
み
） 

(必要に応じて) 

 

水防管理者 

（市町村長） 

水防管理団体 

（市町村） 

酒
田
海
上
保
安
部 

（
必
要
に
応
じ
て
） 

FAX、電子メール、電話 

各種情報システム※1 

放 送 類※2 

 
※1 各種情報システムとは、防

災情報提供システム、県防

災行政通信一斉指令、気象
情報伝送処理システム、J-
ALERT 等の各機関のシステム

を指す。 
※2 放送類とは、テレビやラジ

オ、インターネット等を指

す。 

(水防支部) 

 

気象庁本庁 

34



 
第５章 通信連絡 

（２）国土交通省最上川水系洪水予報（氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報） 

情報連絡系統図（対象河川については第３章第１節１を参照） 

 

       

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

(ＮＴＴ) 

山形地方気象台 

自

衛

隊 
報

道

機

関 

山

形

県 

警

察

本

部 

東

日

本

電

信

電

話

㈱ 

西

日

本

電

信

電

話

㈱ 

山 形 県 

水 防 本 部 

総合支庁総務企画部 

総 務 課 （ 本 庁 舎 ） 

住  民  等 

警

察

署 

交

番 

駐

在

所 
山 形 地 方 気 象 台 

防災くらし安心部 

防災危機管理課 

（
必
要
に
応
じ
て
） 

東北地方整備局 

川
の
防
災
情
報 

排水樋門等管理受託者 

 

（

警

報

の

み

） 

国土交通省本省 

水防管理者 

（市町村長） 

水防管理団体 

（市町村） 

山 形 河 川 国 道 事 務 所 

新 庄 河 川 事 務 所 

酒 田 河 川 国 道 事 務 所 

(

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
含
む) 

共同発表 

FAX、電子メール、電話 

各種情報システム※1 

放 送 類※2 

 
※1 各種情報システムとは、防災情報提供システム、県防災行政

通信一斉指令、気象情報伝送処理システム、J-ALERT 等の各機

関のシステムを指す。 

※2 放送類とは、テレビやラジオ、インターネット等を指す。 

 

・総合支庁河川砂防課 

・総合支庁ダム管理課 

（高坂、山形統合） 

(水防支部) 

酒
田
海
上
保
安
部 

消

防

庁 

最上川ダム統合管理事務所 

気象庁 

本庁 
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第５章 通信連絡 

（３）国土交通省赤川水系洪水予報（氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報） 

情報連絡系統図（対象河川については第３章第１節１を参照） 

 

       共同発表 

 

 

 

   

 

(ＮＴＴ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

酒田河川国道事務所 

自

衛

隊 
山

形

県 

警

察

本

部 

山 形 県 

水 防 本 部 

庄 内 総 合 支 庁 

総務企画部総務課 

住  民  等 

警

察

署 

交

番 

駐

在

所 
山 形 地 方 気 象 台 

防災くらし安心部 

防災危機管理課 
（
必
要
に
応
じ
て
） 

川
の
防
災
情
報 

 

月山ダム管理所 

東北地方整備局 

国土交通省本省 

水防管理団体 

（市町村） 

水防管理者 

（市町村長） 

(

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
含
む) 

FAX、電子メール、電話 

各種情報システム※1 

放 送 類※2 

 
※1 各種情報システムとは、防災情報提供システム、県防災行政

通信一斉指令、気象情報伝送処理システム、J-ALERT 等の各機
関のシステムを指す。 

※2 放送類とは、テレビやラジオ、インターネット等を指す。 

 

・庄内総合支庁 

河川砂防課 

・荒沢ダム管理課 

(水防支部) 

酒
田
海
上
保
安
部 

報

道

機

関 

気象庁 

本庁 

消

防

庁 

東

日

本

電

信

電

話

㈱ 

西

日

本

電

信

電

話

㈱ 

（

警

報

の

み

） 

排水樋門等管理受託者 

36



 
第５章 通信連絡 

（４）国土交通省水防警報（待機・準備・出動・解除・情報） 

情報連絡系統図（対象河川については第３章第１節２を参照） 

 

       

 

 

 

   

(ＮＴＴ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

（最上川の場合） 
山 形 河 川 国 道 事 務 所 

新 庄 河 川 事 務 所 

酒 田 河 川 国 道 事 務 所 

自

衛

隊 

報

道

機

関 

山

形

県 

警

察

本

部 

山 形 県 

水 防 本 部 

総合支庁総務企画部 

総 務 課 （ 本 庁 舎 ） 

住  民  

警

察

署 

交

番 

駐

在

所 

防災くらし安心部 

防災危機管理課 

（
必
要
に
応
じ
て
） 

川

の

防

災

情

報 

月 山 ダ ム 管 理 所 （赤川の場合） 

東 北 地 方 整 備 局 

山
形
地
方
気
象
台 

国土 交通省本 省 

水 防 管 理 者 

（市町村長） 

水防管理団体 

（市町村） 

最上川ダム統合管理事務所 

FAX、電子メール、電話 

各種情報システム※1 

放 送 類※2 

 
※1 各種情報システムとは、防災情報提供システム、県防災行政

通信一斉指令、気象情報伝送処理システム、J-ALERT 等の各機
関のシステムを指す。 

※2 放送類とは、テレビやラジオ、インターネット等を指す。 

 

・総合支庁河川砂防課 

・総合支庁ダム管理課 

（荒沢、高坂、山形統合） 

(水防支部) 

排水樋門等管理受託者 
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（５）山形県洪水予報（氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報） 

情報連絡系統図（対象河川については第３章第１節３を参照） 

 

 

      

       

      共同発表 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

自

衛

隊 
報

道

機

関 

山

形

県 

警

察

本

部 

山 形 県 

水 防 本 部 

総 合 支 庁 
総 務 企 画 部 
総務課（本庁舎） 

総 合 支 庁 

建 設 部 

河 川 砂 防 課 

住  民  等 

警

察

署 

交

番 

駐

在

所 
山形地方気象台 

防災くらし安心部 

防災危機管理課 

（
必
要
に
応
じ
て
） 

（

警

報

の

み

） 

（
必
要
に
応
じ
て
） 

水防管理者 

（市町村長） 

 

水防管理団体 

（市町村） 

 

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
含
む 

山形河川国道事務所 

新 庄 河 川 事 務 所 

酒田河川国道事務所 

FAX、電子メール、電話 

各種情報システム※1 

放 送 類※2 

 
※1 各種情報システムとは、防災情報提供システム、県防災行政

通信一斉指令、気象情報伝送処理システム、J-ALERT 等の各機
関のシステムを指す。 

※2 放送類とは、テレビやラジオ、インターネット等を指す。 

 

(水防支部) 

酒
田
海
上
保
安
部 

気象庁 

本庁 

消

防

庁 

東

日

本

電

信

電

話

㈱ 

西

日

本

電

信

電

話

㈱ 

排水樋門等管理受託者 
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第５章 通信連絡 

（６）山形県水防警報（準備・出動・解除・情報） 

情報連絡系統図（対象河川については第３章第１節４を参照） 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

（協力） 

（必要に応じて） 

自

衛

隊 

山 形 県 

水 防 本 部 

総 務 企 画 部 
総 務 課 （本 庁 舎） 

総 合 支 庁 
建 設 部 
河 川 砂 防 課 

住        民 

各基準水位観測所 

防災くらし安心部 

防災危機管理課  

山 形 県 

警 察 本 部 
報 道 機 関 

 

山 形 地 方 

気 象 台 

支 部 内 関 係 

報 道 機 関 

警 察 署 

交番・駐在所 

河川・砂防情報システム 

水 防 管 理 者 

（市町村長） 

水防管理団体 

（市町村） 

山形河川国道事務所 

新 庄 河 川 事 務 所 

酒田河川国道事務所 

FAX、電子メール、電話 

各種情報システム※1 

放 送 類※2 

 
※1 各種情報システムとは、防災情報提供システム、県防災行政

通信一斉指令、気象情報伝送処理システム、J-ALERT 等の各機
関のシステムを指す。 

※2 放送類とは、テレビやラジオ、インターネット等を指す。 

 

(水防支部) 

排水樋門等管理受託者 
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第５章 通信連絡 

（７）国土交通省水位情報の通知及び周知〔氾濫警戒情報、氾濫危険情報〕 

情報連絡系統図（対象河川については第３章第１節５を参照） 

 

       

 

 

 

   

(ＮＴＴ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

酒 田 河 川 国 道 事 務 所 

自

衛

隊 

報

道

機

関 

山

形

県 

警

察

本

部 

山 形 県 

水 防 本 部 

庄内総合支庁総務企画部 

総 務 課 

庄内総合支庁 
建 設 部 

河 川 砂 防 課 

住  民  等 

警

察

署 

交

番 

駐

在

所 

防災くらし安心部 

防災危機管理課 

（
必
要
に
応
じ
て
） 

川
の
防
災
情
報 

東 北 地 方 整 備 局 

山
形
地
方
気
象
台 

国土 交通省本 省 

水防管理団体 

（市町村） 

水防管理者 

（市町村長） 

（
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
含
む
） 

FAX、電子メール、電話 

各種情報システム※1 

放 送 類※2 

 
※1 各種情報システムとは、防災情報提供システム、県防災行政

通信一斉指令、気象情報伝送処理システム、J-ALERT 等の各機
関のシステムを指す。 

※2 放送類とは、テレビやラジオ、インターネット等を指す。 

 

(水防支部) 

排水樋門等管理受託者 
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第５章 通信連絡 

（８）山形県水位情報の通知及び周知〔氾濫警戒情報、氾濫危険情報〕 

情報連絡系統図（対象河川については第３章第１節６を参照） 

 

 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

（必要に応じて） 

自

衛

隊 

山 形 県 

水 防 本 部 

総 務 企 画 部 
総務課（本庁舎 ） 

総 合 支 庁 
建 設 部 
河 川 砂 防 課 

 

住  民  等 

各基準水位観測所 

防災くらし安心部 

防災危機管理課 

 

山 形 県 

警 察 本 部 
報 道 機 関 

 

山 形 地 方 

気 象 台 

支 部 内 関 係 

報 道 機 関 

 

警 察 署 

 

交番・駐在所 

河川・砂防情報システム 

(協力) 

（関係する機関へ） 

水防管理者 

（市町村長） 

水防管理団体 

（市町村） 

山形河川国道事務所 

新 庄 河 川 事 務 所 

酒田河川国道事務所 

羽越河川国道事務所 

FAX、電子メール、電話 

各種情報システム※1 

放 送 類※2 

 
※1 各種情報システムとは、防災情報提供システム、県防災行政

通信一斉指令、気象情報伝送処理システム、J-ALERT 等の各機
関のシステムを指す。 

※2 放送類とは、テレビやラジオ、インターネット等を指す。 

 

ホットライン含む 

(水防支部) 

排水樋門等管理受託者 

41



第５章 通信連絡 

（９）ダム放流による通信連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）  

水窪ダム 
  

米沢市三沢 
  → 

東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     → 

東北農政局 西奥羽土地改

良 

調査管理事務所 

       

     → 
置賜総合支庁産業経済部 

農村整備課 

       

山形県水防本部 ←

置賜総合支庁建設

部 

河川砂防課 

←
米沢平野 

土地改良区 
→ 米沢市役所 

       

     → 高畠町役場 

       

     → 川西町役場 

       

     → 米沢警察署 

       

     → 
置賜広域行政事務組合 

消防本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放流に関する通知 

  ダムから放流を行うことにより流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、

これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、関係機関に通知を行

う。 
電話またはＮＴＴＦＡＸまたは電子メール 

水防管理団体への通知担当機関を表す 

事前放流時の追加機関 
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２） 

綱木川ダム 
 米沢市簗沢     

     
→ 

東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

山形県水防本部 

 

  

置賜総合支庁建設部 

河川砂防課 
→ 米沢警察署 

   
 

   

  
綱木川ダム管理所 

  
→ 米沢市役所 

       

     
→ 

置賜広域行政事務組合 

消防本部 

       
     → 

山形県企業局 

置賜電気水道事務所 

 

３） 

木地山ダム 
 長井市寺泉   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

  
    

→ 

東北地方整備局 

最上川ダム統合管理事務所 

長井ダム管理支所 

       

     
→ 

山形県企業局 

村山電気水道事務所 

      

山形県水防本部 

 

  

置賜総合支庁建設部 

西置賜河川砂防課 
→ 置賜総合支庁総務企画部 

       

  
木地山ダム管理所 

 
 

→ 長井市役所 

       

     
→ 長井警察署 

       

     
→ 

西置賜行政組合 

消防本部 
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４） 

白川ダム 
 飯豊町高峰   

→ 
東北地方整備局 

河川部河川管理課 

       

     → 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     → 
西置賜行政組合 

消防本部 

       

    東北地方整備局 

最上川ダム 

統合管理事務所 

 

白川ダム 

管理支所 

→ 長井市役所 

      

山形県水防本部 ← 
置賜総合支庁建設部 

西置賜河川砂防課 
← → 飯豊町役場 

  
 

   

    → 長井警察署 

       

  

置賜総合支庁建設部 

河川砂防課   → 
山形県企業局 

村山電気水道事務所 

       

     → 
置賜総合支庁産業経済部 

農村整備課 

       

     → 
東日本旅客鉄道（株） 

東北本部 施設指令 

       

     → 白川土地改良区 

       

     → 
山形県企業局 

電気事業課 

       

     → 
山形県企業局 

南部発電管理事務所 

       

     → 
(一財)河川情報センター 

仙台センター 

     

     → ＮＨＫ山形放送局 

     

     → 山形放送（株） 

     

     → （株）山形テレビ 

     

     → （株）テレビユー山形 

     

     → 
（株）さくらんぼ 

テレビジョン 
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第５章 通信連絡 

５） 

長井ダム 
 長井市平野   

→ 
東北地方整備局 

河川部河川管理課 

       

     
→ 

東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     
→ 

西置賜行政組合 

消防本部 

       

    東北地方整備局 

最上川ダム 

統合管理事務所 

 

長井ダム 

管理支所 

→ 長井市役所 

      

山形県水防本部 ← 
置賜総合支庁建設部 

西置賜河川砂防課 
← → 長井警察署 

      

  

 

 
→ 

山形県企業局 

村山電気水道事務所 

       

  

置賜総合支庁建設部 

河川砂防課   
→ 

置賜総合支庁産業経済部 

農村整備課 

       

     
→ 山形鉄道株式会社 

       

     
→ 

東北電力㈱ 

山形発電技術センター 

       

     
→ 西置賜漁業協同組合 

       

     
→ 野川土地改良区 

       

    

※あやめ祭り 

期間中のみ 
→ 長井市観光協会※ 

       

     
→ 

山形県企業局 

電気事業課 

       

     
→ 

(一財)河川情報センター 

仙台センター 

     

     → ＮＨＫ山形放送局 

     

     → 山形放送（株） 

     

     → （株）山形テレビ 

     

     → （株）テレビユー山形 

     

     → 
（株）さくらんぼ 

テレビジョン 
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６） 

菖蒲川ダム 
 上山市菖蒲   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

    

     
→ 

村山総合支庁建設部 

河川砂防課 

       

山形県水防本部 

 

  

菖蒲川ダム 

管理事務所 
→ 上山市役所 

       

   

  
→ 上山警察署 

       

     
→ 上山消防本部 
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７） 

生居川ダム 
 上山市上生居   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

    

     
→ 

村山総合支庁建設部 

河川砂防課 

       

山形県水防本部 

 

  

生居川ダム 

管理事務所 
→ 上山市役所 

       

   

  
→ 上山警察署 

       

     
→ 上山消防本部 

 

８） 

蔵王ダム 
 山形市上宝沢   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     
→ 

村山総合支庁建設部 

河川砂防課 

       

     
→ 山形市役所 

       

山形県水防本部 

 

  

村山総合支庁建設部 

山形統合ダム管理課 
→ 山形警察署 

       

  
蔵王ダム管理所 

 

 
→ 山形市上下水道部 

       

     
→ 山形市消防本部 

       

     
→ 

東日本旅客鉄道（株） 

東北本部 施設指令 

       

     → 最上川中流土地改良区 

 

９） 

前川ダム 
 上山市川口   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     
→ 

村山総合支庁建設部 

河川砂防課 

       

山形県水防本部 

 

  

村山総合支庁建設部 

山形統合ダム管理課 
→ 上山市役所 

       

  
前川ダム管理所 

 
 

→ 上山警察署 

       

     
→ 上山市消防本部 

       

     
→ 上山市土地改良区 
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１０） 

留山川ダム 
 天童市山口   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     
→ 

村山総合支庁建設部 

河川砂防課 

       

山形県水防本部 

 

  

村山総合支庁建設部 

山形統合ダム管理課 
→ 天童市役所 

       

  

留山川ダム管理

所 

 
 

→ 天童警察署 

       

     
→ 天童市消防本部 

       

     → 山口・田麦野土地改良区 

 

１１） 

上郷ダム 
 朝日町大滝   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     
→ 

大江町役場 

広域消防大江分署 

       

    

東北電力(株) 

山形発電技術 

センター 

→ 
朝日町役場 

広域消防朝日分署 

      

山形県水防本部 ← 
村山総合支庁建設部 

西村山河川砂防課 
← → 

寒河江市役所 

寒河江消防署 

      

  

 

 
→ 

中山町役場 

総務企画課 

       

  

村山総合支庁建設部 

河川砂防課   
→ 

山形市上下水道部 

水運用センター 

       

     
→ 寒河江警察署 

１２） 

木川ダム 
 朝日町   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     
→ 朝日町役場 

       

山形県水防本部 ← 
村山総合支庁建設部 

西村山河川砂防課 
← 木川ダム管理所 → 

西村山広域行政事務組合 

消防本部通信指令課 

  
 

    

     
→ 寒河江警察署 

       

  

村山総合支庁建設部 

河川砂防課   
→ 

東北電力㈱ 

上郷ダム 

       

     → 
山形県企業局 

電気事業課 48



第５章 通信連絡 

１３） 

水ヶ瀞ダム 
 西川町入間   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

     

    
→ 

東北地方整備局 

最上川ダム統合管理事務所 

       

    

東北電力(株) 

山形発電技術 

センター 

→ 寒河江市役所 

山形県水防本部 ← 
村山総合支庁建設部 

西村山河川砂防課 
← → 寒河江警察署 

  

 

 
→ 西川町役場 

       

  

村山総合支庁建設部 

河川砂防課   
→ 河北町役場 

       

     
→ 

山形県企業局 

村山電気水道事務所 

       

     
→ 

西村山広域行政事務組合 

消防本部 
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第５章 通信連絡 

 

１４） 

寒河江ダム 
 西川町月岡   

→ 
東北地方整備局 

河川部河川管理課 

       

     
→ 

東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     
→ 

村山総合支庁産業経済部 

農村整備課 

       

    

東北地方整備局 

最上川ダム 

統合管理事務所 

→ 寒河江市役所 

山形県水防本部 ← 

村山総合支庁建設

部 

西村山河川砂防課 

← → 寒河江警察署 

 

   

 
→ 西川町役場 

  

村山総合支庁建設

部 

河川砂防課 
  

→ 河北町役場 

       

     
→ 

西村山広域行政事務組合 

消防本部 

       

     
→ 

山形県企業局 

村山電気水道事務所 

       

     
→ 

東北電力㈱ 

山形発電技術センター 

       

     
→ 寒河江川土地改良区 

       

     
→ 

山形県企業局 

電気事業課・水道事業課 

       

     
→ 

(一財)河川情報センター 

仙台センター 

     
     → ＮＨＫ山形放送局 

     
     → 山形放送（株） 

     
     → （株）山形テレビ 

     
     → （株）テレビユー山形 

     
     → 

（株）さくらんぼ 

テレビジョン 
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第５章 通信連絡 

１５） 

白水川ダム 
 東根市泉郷   

→ 
東北地方整備局 

山形河川国道事務所 

       

     
→ 

村山総合支庁建設部 

北村山河川砂防課 

       

山形県水防本部 
 

 

 

村山総合支庁建設部 

山形統合ダム管理課 
→ 東根市役所 

       

  
白水川ダム管理所 

 
 

→ 河北町役場 

       

     
→ 村山警察署 

       

     
→ 東根市消防本部 

       

     
→ 村山東根土地改良区 

     → 東根市土地改良区 

        

１６） 

銀山川ダム 
 尾花沢市銀山新畑   

→ 
東北地方整備局 

新庄河川事務所 

       

     
→ 

村山総合支庁産業経済部 

北村山農村整備課 

       

     
→ 尾花沢市役所 

       

山形県水防本部 ← 
村山総合支庁建設部 

北村山河川砂防課 
← 尾花沢市農林課 → 大石田町役場 

       

     
→ 尾花沢警察署 

       

     
→ 尾花沢市消防本部 
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１７） 

新鶴子ダム 
 尾花沢市鶴子   

→ 
東北地方整備局 

新庄河川事務所 

       

     
→ 

東北農政局 

水利整備課 

       

     
→ 

東北農政局 西奥羽土地改良 

調査管理事務所 

       

     
→ 

東北農政局 西奥羽土地改良 

調査管理事務所村山北部支所 

       
山形県水防本部 ← 

村山総合支庁建設部 

北村山河川砂防課 
← 

村山北部 

土地改良区 
→ 

村山総合支庁産業経済部 

北村山農村整備課 

       

     
→ 尾花沢市役所 

       

     
→ 大石田町役場 

       

     
→ 尾花沢警察署 

       

     
→ 尾花沢市消防本部 
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１８） 

高坂ダム 
 真室川町高坂   

→ 
東北地方整備局 

新庄河川事務所 

       

     
→ 

最上総合支庁建設部 

河川砂防課 

       

     
→ 

山形県企業局 

鶴岡電気水道事務所 

       

   

  
→ 真室川町役場 

       
山形県水防本部 

 

  

最上総合支庁建設部 

高坂ダム管理課 
→ 鮭川村役場 

   
 

   

  
高坂ダム管理所 

  
→ 戸沢村役場 

       

     
→ 新庄警察署 

       

     
→ 

最上広域市町村圏事務組合 

消防本部 

       

     
→ 

最上広域市町村圏事務組合 

消防署北支署 

       

     
→ 

最上広域市町村圏事務組合 

消防署西支署 

       

     
→ 

東日本旅客鉄道（株） 

東北本部 

       

     → 真室川町立あさひ小学校 

       

     → 
山形県企業局 

最上電気水道事務所 

       

     → 最上漁業協同組合 

 

１９） 

桝沢ダム  
 金山町下野明   

→ 
東北地方整備局 

新庄河川事務所 

       

     
→ 

最上総合支庁産業経済部 

農村整備課 

       

     
→ 金山町役場 

       
山形県水防本部 ← 

最上総合支庁建設部 

河川砂防課 
← 

泉田川 

土地改良区 
→ 真室川町役場 

       

     
→ 新庄警察署 

       

     
→ 

最上広域市町村圏事務組合 

消防署金山支署 
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２０） 

神室ダム 
 金山町有屋   

→ 
東北地方整備局 

新庄河川事務所 

       

     
→ 金山町役場 

       

山形県水防本部 

 

  

最上総合支庁建設部 

河川砂防課 
→ 新庄警察署 

       

  
神室ダム管理所 

 

 
→ 

山形県企業局 

最上電気水道事務所 

       

     
→ 

最上広域市町村圏事務組合 

消防本部通信指令課 

       

     
→ 真室川町役場 

 

２１） 

最上小国川 

流水型ダム  最上町富澤   
→ 

東北地方整備局 

新庄河川事務所 

       

     
→ 

最上総合支庁建設部 

道路計画課 

       

山形県水防本部 
 

 

 

最上総合支庁建設部 

河川砂防課 
→ 最上町役場 

       

  

最上小国川 

流水型ダム管理所 

 
 

→ 舟形町役場 

       

     
→ 新庄警察署 

       

     
→ 

最上広域市町村圏事務組合 

消防本部通信指令課 

 

２２） 

立谷沢川第一ダ

ム  庄内町立谷沢   
→ 

東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

     

    東北電力(株) 

庄内発電技術 

センター 

→ 
東北地方整備局 

立谷沢川砂防出張所 

山形県水防本部 ← 
庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
← → 

庄内町役場 

（立谷沢出張所） 

    
  → 庄内警察署 
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２３） 

三又ダム  
 鶴岡市羽黒町川代   

→ 
東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

       

     
→ 

鶴岡市羽黒庁舎 

総務企画課 

       
山形県水防本部 ← 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
← 

鶴岡市羽黒庁舎 

産業建設課 
→ 鶴岡警察署 

       

     
→ 出羽三山神社 社務所 

 

 

 

 

２４） 

田沢川ダム 
 酒田市山元   

→ 
東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

     
→ 酒田市平田総合支所 

       

山形県水防本部 
 

 

 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
→ 酒田警察署 

       

  
田沢川ダム管理所 

 
 

→ 
酒田地区広域行政組合 

消防署通信指令課 

       

     
→ 

酒田警察署 

平田駐在所 

       

     
→ 

山形県企業局 

酒田水道事務所 

       

     
→ 大町溝土地改良区 
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２５） 

荒沢ダム 
 鶴岡市荒沢   

→ 
東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

    

     
→ 

東北地方整備局 

月山ダム管理所 

       

     
→ 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 

       

   

 

 
→ 鶴岡市朝日庁舎 

       

   

 

 
→ 鶴岡市櫛引庁舎 

       

山形県水防本部 

 

 

 庄内総合支庁建設部 

荒沢ダム管理課 
→ 鶴岡市羽黒庁舎 

       

   

 

 
→ 三川町役場 

       

   

 

 
→ 鶴岡警察署 

       

   

 

 
→ 

山形県企業局 

鶴岡電気水道事務所 

       

   

 

 
→ 鶴岡市消防本部 

       

   

 

 
→ 

酒田地区広域行政組合 

消防署通信指令課 

       

   

 

 
→ 

東北電力(株) 

庄内発電技術センター 

       

     
→ 

庄内総合支庁産業経済部 

農村整備課 

       

     
→ 庄内赤川土地改良区 

       

     
→ 因幡堰土地改良区 
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２６） 

新落合ダム  
 鶴岡市大針   

→ 
東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

       

     
→ 

庄内総合支庁建設部 

荒沢ダム管理課 

       

     
→ 鶴岡市朝日庁舎 

       
山形県水防本部 ← 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
← 

東北電力(株) 

庄内発電技術センター 
→ 鶴岡警察署 

       

     
→ 鶴岡市消防本部 

       

     
→ 

庄内赤川土地改良区 

赤川頭首工管理所 

 

２７） 

八久和ダム  
 鶴岡市上田沢   

→ 
東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

       

     
→ 

東北地方整備局 

月山ダム管理所 

       

     
→ 

庄内総合支庁建設部 

荒沢ダム管理課 

       
山形県水防本部 ← 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
← 

東北電力(株) 

庄内発電技術センター 
→ 鶴岡市朝日庁舎 

       

     
→ 鶴岡警察署 

       

     
→ 鶴岡市消防本部 

       

     
→ 

庄内赤川土地改良区 

赤川頭首工管理所 

 

２８） 

梵字川ダム  
 鶴岡市上名川   

→ 
東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

       

     
→ 

東北地方整備局 

月山ダム管理所 

       

     
→ 

庄内総合支庁建設部 

荒沢ダム管理課 

       
山形県水防本部 ← 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
← 

東北電力(株) 

庄内発電技術センター 
→ 鶴岡市朝日庁舎 

       

     
→ 鶴岡警察署 

       

     
→ 鶴岡市消防本部 

       

     
→ 

山形県企業局 

鶴岡電気水道事務所 

       

     
→ 

庄内赤川土地改良区 

赤川頭首工管理所 
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２９） 

月山ダム 
 鶴岡市上名川   

→ 
東北地方整備局 

河川部河川管理課 

       

     
→ 

東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

       

     
→ 

庄内総合支庁建設部 

荒沢ダム管理課 

       

     
→ 

庄内総合支庁産業経済部 

農村整備課 

       

     
→ 鶴岡市役所 

       

     
→ 鶴岡市藤島庁舎 

       
山形県水防本部 ← 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
← 

東北地方整備局 

月山ダム管理所 
→ 鶴岡市羽黒庁舎 

       

     
→ 鶴岡市櫛引庁舎 

       

     
→ 鶴岡市朝日庁舎 

       

     
→ 酒田市役所 

       

     
→ 三川町役場 

       

     
→ 鶴岡警察署 

       

     
→ 酒田警察署 

       

     
→ 

鶴岡市消防署 

通信指令課 

       

     
→ 

酒田地区広域行政事務組合 

消防署通信指令課 

       

     
→ 

山形県企業局 

鶴岡電気水道事務所 

       

     
→ 

東北電力㈱ 

庄内発電技術センター 
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３０） 

横川ダム 
 小国町大字綱木箱口  

   

       

    

北陸地方整備局 

羽越河川国道事務所 

 

横川ダム管理支所 

→ 
北陸地方整備局 

河川部河川管理課 

    → 
山形県企業局 

村山電気水道事務所 

      
山形県水防本部 ← 

置賜総合支庁建設部 

西置賜河川砂防課 
← → 小国町役場 

 

   

 
→ 小国警察署 

  

置賜総合支庁建設部 

河川砂防課   
→ 

西置賜行政組合 

消防本部 

 

３１） 

月光川ダム 
 遊佐町杉沢     

       

     
→ 遊佐町役場 

       

山形県水防本部 
 

 

 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
→ 酒田警察署 

       

  
月光川ダム管理所 

  
→ 

酒田地区広域行政組合 

消防本部 

 

３２） 

温海川ダム 
 鶴岡市一霞     

     
→ 鶴岡市温海庁舎 

       

山形県水防本部 
 

 

 

庄内総合支庁建設部 

河川砂防課 
→ 鶴岡警察署 

       

  
温海川ダム管理所 

  
→ 鶴岡市消防本部 

       

     
→ 

山形県企業局 

鶴岡電気水道事務所 
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３３） 

赤芝ダム 
 小国町玉川   

→ 
北陸地方整備局 

羽越河川国道事務所 

     

    
→ 

村上地域振興局 

地域整備部 

       

    

赤芝水力発電

(株) 

赤芝発電所 

→ 小国町役場 

  

置賜総合支庁建設部 

小国分所 
← → 小国警察署 

  

 

 
→ 関川村役場 

       
山形県水防本部 ← 

置賜総合支庁建設部 

西置賜河川砂防課   
→ 村上警察署 

       

     
→ 

荒川水力電気（株） 

岩船発電所 
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３ 災害優先通信の取扱い 

  災害等により電話が混み合った場合には、発信規制や接続規制といった通信規制（大規模災害時

は約 90％以上の規制が行われることがある）が行われるため、通常の電話は被災地からの発信や被

災地への接続が困難となる。これを回避するため、水防上緊急を要する場合、水防関係機関は法第

27 条第２項及び電気通信事業法に基づき災害時優先通信を利用することができる。 

 利用にあたっては、電気通信事業者への事前の申し込みが必要となるため、必要な電話回線をあら

かじめ登録しておくとともに、どの電話機が災害時優先通信を利用できるのかわかるようにしてお

く。 

 

４ 警察通信施設の使用 

 （１）警察通信施設の所在地 

 

総合支庁、分庁舎 警  察  署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 警察通信施設の使用 

   水防上非常の場合で、公衆或いは加入電話或いは県防災行政無線及び非常電話の使用が不通と 

なったときは、水防法第 27 条の定めにより警察通信施設を使用する。 

警察通信施設の使用施設 

   a 使用の範囲は水防による緊急非常の時で、他の適当な連絡方法がないとき。 

   b 使用の方法は原則として通信内容を示し、警察官に通信を依頼する。但し、質疑を伴うよう

な困難な通信は自ら通信すること。 

   c 駐在所等で警察官不在の時に警察電話を使用するときは家族のものに使用の趣旨を申し出 

    て、自ら通信すること。 

     d 警察無線の使用については、県警察本部並びに移動局、基地局所在警察署長にその都度申し

出ること。 

置 賜 総 合 支 庁 

置賜総合支庁（西庁舎） 

村 山 総 合 支 庁 

村山総合支庁（西庁舎）

村山総合支庁（北庁舎） 

最 上 総 合 支 庁 

庄 内 総 合 支 庁 

米沢・南陽 

長井・小国 

山形・上山・天童 

寒河江 

村山・尾花沢 

新庄 

酒田・鶴岡・庄内 
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